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（施政方針抜粋）
　私が市長に就任してから７年余りが経過し、２期目の任期も最終年を迎えました。
この間、議員各位をはじめ、市民の皆様のご指導、ご理解をいただきながら、市民一
人ひとりの力こそがまちづくりの最大の原動力であるとの強い信念のもと、市政の更
なる発展に向け、全力で取り組んでまいりました。
　本市における財政状況は、歳入において、市税や地方消費税交付金等の増収が見込まれるものの、地方交
付税の減収などにより、一般財源収入の大幅な伸びは期待し難い状況にあります。一方、歳出においては、
人件費や扶助費等の義務的経費の増加に加え、子ども・子育て支援の充実、病院事業会計への支援、物価上
昇の影響などにより、財政需要は依然として高い水準にあり、基金の取り崩しを余儀なくされる、硬直的な
財政状況にあります。
　また、病院事業については、経営状況が極めて厳しく、現行の経営形態のままでは将来にわたり持続可能
な地域医療体制を確保することが困難な状況であるため、令和９年４月に指定管理者制度へ移行することと
しております。
　国・県の予算状況や地方財政対策の動向に十分留意しつつ、「第９次赤穂市行政改革大綱」に基づき、コ
スト意識の徹底と経費の節減合理化に努めるとともに、病院事業の経営形態移行を見据え、費用対効果や後
年度への財政負担等を精査し、事業の抜本的見直しと徹底した経費削減を行い、現実の歳入規模に即した持
続可能な行財政構造の構築に取り組んでまいります。
　物価上昇への対応をはじめ、人口減少対策、子ども・子育て支援の充実、デジタル化による行政サービス
の向上や脱炭素社会の実現、防災・減災対策の強化、インフラ老朽化対策など、多くの課題が山積しております。
　これらの困難な課題に正面から向き合い、市民の皆様の声に真摯に耳を傾けながら、一つ一つ着実に課題解
決に取り組み、「自然と歴史に育まれ　笑顔と希望あふれる　活力のあるまち」の実現に向け、将来世代に責任
を持てる市政運営を進めてまいる所存でありますので、どうか、格段のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

令和８年度当初予算額　５３４億７，５１１万円
各会計別予算額

会 計 区 分 令和８年度当初予算額 令和７年度当初予算額 前年度比（％）

一 般 会 計 ２４５億　     ５００万円 ２５５億９，０００万円 △４．２

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 事 業 ４７億５，７００万円 ４７億６，０００万円 △０．１

職 員 退 職 手 当 管 理 ６億３，０００万円 ３億５，０００万円 ８０．０

墓 地 公 園 整 備 事 業 ８００万円 ７００万円 １４．３

介 護 保 険 ４９億８，３１０万円 ４９億　 　 ３０万円 １．７

後期高齢者医療保険 １０億３，３００万円 ９億５，４００万円 ８．３

小 　 　 計 １１４億１，１１０万円 １０９億７，１３０万円 ４．０

企

業

会

計

病 院 事 業 １０３億８，２８３万円 １１２億４，７２６万円 △７．７

介護老人保健施設事業 ４億７，１９４万円 ４億６，４４６万円 １．６

水 道 事 業 １６億６，４００万円 ２３億２，８７２万円 △２８．５

下 水 道 事 業 ５０億４，０２４万円 ４４億　  ９４４万円 １４．３

小 　 　 計 １７５億５，９０１万円 １８４億４，９８８万円 △４．８

合 　 　 計 ５３４億７，５１１万円 ５５０億１，１１８万円 △２．８

『自然と歴史に育まれ　笑顔と希望あふれる
                                   活力のあるまち』を目指して    

予算特集

　保育所などの副食費の一部を補助する特定教育・保育施設
給食費補助金の拡充等により、３歳児以上の全児童の給食費
を無償化し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。

　GIGA スクール構想による児童・生徒１人につき１台パソ
コンを更新整備し、ICT を活用した学びを推進します。

　学校給食センターが給食を提供する全ての園児、児童およ
び生徒の学校給食費を全額無償化し、子どもの食育支援と子
育て世帯の経済的負担軽減をします。

　１口３千円分を２千円で購入できる 50％のプレミアム付き
デジタル地域商品券を発行し、市内事業者および市民生活を
支援します。

　妊婦健康診査費助成額を９万５千円から１０万円（子ども
が一人の場合）に、また、新生児聴覚検査費助成額を３千円
から５千円に拡充し、妊産婦、乳幼児の健康増進を図ります。

　保護者の就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる
通園事業「こども誰でも通園制度」を、新たに赤穂すこやか
センター内保育室において開始します。

保育所等給食費無償化の拡充保育所等給食費無償化の拡充

学校給食費無償化の拡充学校給食費無償化の拡充

事 業事 業 費費 １億１億９，９６９，９６８万円８万円
国庫支出金国庫支出金 ８，４５８，４５０万円０万円
県 支 出 金県 支 出 金 １億 １億 　３３　３３０万円０万円
その他特定財源その他特定財源 １，１８１，１８８万円８万円

あこう地域応援デジタル商品券あこう地域応援デジタル商品券

事 業事 業 費費 １億１億　２７　２７５万円５万円
国庫支出金国庫支出金 １億１億　２７　２７５万円５万円

こども誰でも通園制度の開始こども誰でも通園制度の開始

事 業事 業 費費 ３８３８６６万円万円
国庫支出金国庫支出金 ２０２０７万円７万円
県 支 出 金県 支 出 金 ３３５万円５万円
一般財源ほか一般財源ほか １４１４４万円４万円

健康診査費等助成の拡充健康診査費等助成の拡充

児童・生徒へ１人１台パソコンの更新児童・生徒へ１人１台パソコンの更新

　経営が不安定となりがちな就農初期段階の新規就農者に対
し、新たに農機具購入等のハード整備に係る支援を行いま
す。

　橋梁の点検や赤穂大橋橋梁修繕工事等の実施により、橋梁
の長寿命化を図るほか、道路の舗装修繕や、街路樹管理等適
切な維持管理に努めます。

新規就農者への支援新規就農者への支援

事 業事 業 費費 １，８０１，８００万円０万円
県 支 出 金県 支 出 金 １，８０１，８００万円０万円

道路橋梁の長寿命化推進道路橋梁の長寿命化推進

　令和８年第１回赤穂市議会定例会において成立した、予算のあらましについてお知らせします。令和８年第１回赤穂市議会定例会において成立した、予算のあらましについてお知らせします。

写真で見る予算写真で見る予算

令和８年度予算令和８年度予算

事　業　費事　業　費 １億１億８，６７８，６７３万円３万円
県 支 出 金県 支 出 金 １億１億３，０８３，０８３万円３万円
市　　　債市　　　債 ５，５９５，５９０万円０万円

事 業事 業 費費 ３，２３３，２３７７万円万円
国庫支出金国庫支出金 ９４９４８万円８万円
県 支 出 金県 支 出 金 １３１３８万円８万円
一般財源ほか一般財源ほか ２，１５２，１５１万円１万円

事 業事 業 費費 ２，３２２，３２３３万円万円
国庫支出金国庫支出金 ８８６万円６万円
県 支 出 金県 支 出 金 ４４８万円８万円
一般財源ほか一般財源ほか ２，１８２，１８９万円９万円

事 業事 業 費費 ２億２億３，２０３，２０８万円８万円
国庫支出金国庫支出金 ９，１５９，１５７万円７万円
県 支 出 金県 支 出 金 ２２０万円０万円
市　　　債市　　　債 ６，２６６，２６０万円０万円
一 般 財 源一 般 財 源 ７，７７７，７７１万円１万円
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投資的経費
24億1,500万円

（9.9％）
道路・学校・公園などの
建設事業に要する経費

投資的経費
24億1,500万円

（9.9％）
道路・学校・公園などの
建設事業に要する経費

人件費
55億4,750万円

（22.6％）
報酬・給料・手当等

人件費
55億4,750万円

（22.6％）
報酬・給料・手当等

公債費
39億1,932万円

（16.0％）
借入金の償還金

公債費
39億1,932万円

（16.0％）
借入金の償還金

歳出総額
245億
500万円

扶助費
38億8,449万円

（15.9％）
社会保障制度に基づき

支出する経費

扶助費
38億8,449万円

（15.9％）
社会保障制度に基づき

支出する経費

物件費
29億7,073万円

（12.1％）
事務に必要な消費的経費

物件費
29億7,073万円

（12.1％）
事務に必要な消費的経費

補助費等
22億5,667万円

（9.2％）
各種団体・個人に支出する補助金など

補助費等
22億5,667万円

（9.2％）
各種団体・個人に支出する補助金など

繰出金
21億3,244万円

（8.7％）

繰出金
21億3,244万円

（8.7％）

投資・出資・貸付金
8億5,855万円
（3.5％）

投資・出資・貸付金
8億5,855万円
（3.5％）

積立金
3億5,777万円
（1.5％）

積立金
3億5,777万円
（1.5％）

【歳入】
　市税や地方消費税交付金等の増収が見込まれるものの、地方交付税の減収などにより、一般財源収入の大
きな伸びが期待できないことから、引き続き基金を取り崩さざるを得ず、財政調整基金、都市施設等整備事
業基金などから６億 4,400 万円を取り崩し、財源を確保しました。

【歳出】
　持続可能な地域医療と健全な財政運営を両立させるため、事業の根本的見直しと徹底した経費削減を行
い、2030 赤穂市総合計画の将来像「自然と歴史に育まれ　笑顔と希望あふれる　活力のあるまち」の実現・
継続に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するための予算編成としました。

市税
84億300万円（34.3％）

市税
84億300万円（34.3％）自主

財源
44.8％

依存
財源
55.2％

繰入金
10億107万円（4.1％）

繰入金
10億107万円（4.1％）

諸収入
７億8,700万円（3.2％）

諸収入
７億8,700万円（3.2％）

寄付金
3億1,000万円（1.3％）

寄付金
3億1,000万円（1.3％）

市債
27億5,900万円
 （11.3％）

市債
27億5,900万円
 （11.3％）

国庫支出金
29億9,568万円

（12.2％）

国庫支出金
29億9,568万円

（12.2％）

県支出金
15億3,189万円

（6.3％）

県支出金
15億3,189万円

（6.3％）

地方交付税
　44億円（18.0％）
地方交付税
　44億円（18.0％）

地方消費税交付金
12億6,000万円（5.1％）

地方譲与税 １億５，９００万円 ０．６％
株式等譲渡所得割交付金 １億 　９００万円 ０．５％
法人事業税交付金 １億 　７００万円 ０．４％
地方特例交付金 ９，０００万円 ０．４％
配当割交付金 ８，４００万円 ０．３％
利子割交付金 １，６００万円 ０．１％
ゴルフ場利用税交付金 １，１００万円 ０．０％
交通安全対策特別交付金 ５００万円 ０．０％

使用料及び手数料 ２億４，７５５万円 １．０％
分担金及び負担金 １億１，８６０万円 ０．５％
財産収入 １億１，０２１万円 ０．４％

入湯税　　　　　　2,200万円　（0.3％）
　鉱泉浴場における入湯にかかる税

軽自動車税　　1億 5,880万円　（1.9％）
　軽自動車等の所有者にかかる税
軽自動車税　　1億 5,880万円　（1.9％）
　軽自動車等の所有者にかかる税

都市計画税　　5億7,440万円　（6.8％）
　市街化区域内の土地・家屋にかかる税
都市計画税　　5億7,440万円　（6.8％）
　市街化区域内の土地・家屋にかかる税

市民税　　　28億9,350万円（34.4％）
　個人および法人にかかる税
市民税　　　28億9,350万円（34.4％）
　個人および法人にかかる税

固定資産税　44億3,180万円（52.8％）
　土地・家屋・償却資産にかかる税
固定資産税　44億3,180万円（52.8％）
　土地・家屋・償却資産にかかる税

市たばこ税　　3億2,250万円　（3.8％）市たばこ税　　3億2,250万円　（3.8％）
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9,000
万円
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9,000
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245億
500
万円
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500
万円

220億
3,000
万円

220億
3,000
万円

228億
3,000
万円

228億
3,000
万円

263億
1,000
万円

263億
1,000
万円

83億
5,100
万円

83億
5,100
万円

84億
300
万円

84億
300
万円

81億
600
万円

81億
600
万円

81億
5,900
万円

81億
5,900
万円

80億
300
万円

80億
300
万円

8年度4年度 5年度 6年度 7年度

一般会計 市税

市税の内訳　総額　８４億３００万円 年度別当初予算額と市税の推移

民生費
75億1,151万円

（30.7％）

民生費
75億1,151万円

（30.7％）

公債費
39億1,937万円

（16.0％）

公債費
39億1,937万円

（16.0％）教育費
33億550万円
（13.5％）

教育費
33億550万円
（13.5％）

総務費
23億8,286万円

（9.7％）

総務費
23億8,286万円

（9.7％）

土木費
22億1,524万円

（9.0％）

土木費
22億1,524万円

（9.0％）

衛生費
27億9,054万円

（11.4％）

衛生費
27億9,054万円

（11.4％）

消防費
10億8,521万円

（4.4％）

消防費
10億8,521万円

（4.4％）

商工費
6億4,724万円
（2.7％）

商工費
6億4,724万円
（2.7％）

農林水産業費
3億9,785万円
（1.6％）

農林水産業費
3億9,785万円
（1.6％）

歳出総額
245億
500万円

議会費 ２億　１６１万円 ０．８％
労働費 ３，０００万円 ０．１％
予備費 １，８０７万円 ０．１％

維持補修費 １億３，２５３万円 ０．５％
予備費 ３，０００万円 ０．１％

目的別内訳
各行政目的別、各部課ごとの仕事の内容によって分類さ
れ、これにより各部課ごとの経費の比重を知ることがで
きます。

性質別内訳
経済的性質を基準として分類され、これにより経費の構
造や財政体質を知ることができます。

【市債（借金）】
　新学校給食センターの完成などにより投資的経費
が減り、市の借金である市債発行額は減少しまし
た。令和８年度末時点の残高は、275 億 4,030 万
円となる見込みです。

【基金（貯金）】
　６億 4,400 万円の財源不足に対応し、財政調整
基金のほか各種基金を取り崩すことから、令和８年
度末時点の基金残高は 36 億 1,597 万円となる見
込みです。
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　自主財源
　�市税など市が自主的に収入

できる財源
　依存財源
　�地方交付税や市債など自主

財源以外の財源

歳入総額　２４５億５００万円

一般会計

54 No.892  2026年4月 No.892 2026年4月



赤穂市民病院の経営改革について

予算特集

　病院事業の収益的収入および支出の予定額は、収
入が 70 億 3,220 万円、支出が 89 億 3,772 万円で、
19 億 552 万円不足する予算編成となっています。
　資本的収支は、企業債などの収入 10 億 4,944
万円に対し、医療機器整備や企業債償還などの支出
14 億 4,511 万円となり、不足分の 3 億 9,567 万
円は、一時借入金で措置せざるを得ない状況です。

　介護老人保健施設事業の収益的収入および支出
の予定額は、収入が 3 億 184 万円、支出が３億
9,552 万円で、9,368 万円不足する予算編成とな
っています。
　資本的収支は、出資金などの収入 7,251 万円に
対し、企業債償還金などの支出 7,642 万円となり、
不足分の 391 万円は、過年度分損益勘定留保資金
で補填する予定です。

　下水道事業の収益的収入および支出の予定額は、
収入が 21 億 8,731 万円、支出が 22 億 2,858 万
円で、4,127 万円不足する予算編成となっています。
　資本的収支は、企業債などの収入 22 億 751 万
円に対し、建設改良工事などの支出が 28 億 1,166
万円となり、不足分の 6 億 415 万円は、過年度分
損益勘定留保資金等で補填する予定です。

　水道事業の収益的収入および支出の予定額は、収
入が９億 601 万円、支出が 10 億 8,870 万円で、
１億 8,269 万円不足する予算編成となっています。
　資本的収支は、企業債などの収入 3 億 1,768 万
円に対し、建設改良工事などの支出 5 億 7,530 万
円となり、不足分の 2 億 5,762 万円は、過年度分
損益勘定留保資金等で補填する予定です。

物件費
29億 943万円
（12.2％）

支出
89億3,772万円

収入
70億3,220万円

診療収入
64億894万円
診療収入
64億894万円

入院・外来の診療収入など

人件費
42億2,289万円
人件費
42億2,289万円

材料費
17億6,635万円
材料費
17億6,635万円
薬品・診療材料や
入院患者の食事材料など

その他
6億2,326万円
その他
6億2,326万円

支払利息
　 1億509万円
支払利息

　 1億509万円
その他 22億7,064万円その他 22億7,064万円
光熱水費や委託料など

減価償却費
5億7,275万円
減価償却費
5億7,275万円

※１

※３

※２

繰出金
19億 3,487 万円
（8.1％）

支出
3億9,552万円

収入
3億184万円

事業収入　
2億9,881万円
事業収入　
2億9,881万円
入所・通所収入など

その他　8,259万円その他　8,259万円
光熱水費や委託料など

支払利息　
218万円
支払利息　
218万円

減価償却費
　3,515万円
減価償却費
　3,515万円

材料費　2,621万円材料費　2,621万円
給食材料など

人件費
2億4,939万円
人件費
2億4,939万円

その他
303万円
その他
303万円

※１

※２

※３

維持補修費
1億 7,661 万円
（0.7％）

収入
21億8,731万円

支出
22億2,858万円

一般会計繰入金
4億8,668万円
一般会計繰入金
4億8,668万円

長期前受金戻入
7億1,707万円
長期前受金戻入
7億1,707万円

その他 14万円その他 14万円

人件費　
7,761万円
人件費　
7,761万円

動力費　1億7,581万円動力費　1億7,581万円

減価償却費　
14億2,126万円
減価償却費　
14億2,126万円

下水処理場やポンプ場の運転に
必要な電気料金や燃料費

下水道使用料
9億4,534万円
下水道使用料
9億4,534万円

受託等業務収益
3,808万円
受託等業務収益
3,808万円

支払利息
9,963万円
支払利息
9,963万円

その他
4億5,427万円
その他
4億5,427万円

県から管理委託を受けた
河川排水機場の委託料

※４

※１

※３

※２

支出
10億8,870万円

収入
9億601万円

水道料金
7億176万円
水道料金
7億176万円

その他 3億3,476万円その他 3億3,476万円
支払利息
3,123万円
支払利息
3,123万円

長期前受金戻入　
1億2,241万円
長期前受金戻入　
1億2,241万円

加入者負担金
1,452万円
加入者負担金
1,452万円

その他
6,732万円
その他
6,732万円

減価償却費　
4億5,446万円
減価償却費　
4億5,446万円

動力費
1億1,272万円
動力費
1億1,272万円

人件費
1億5,553万円
人件費
1億5,553万円

新しく水道を引いたり、増径するときの負担金

水道水を送り出す
ための電気代など

※１

※２

※３

※４

■病院事業の予算 ■介護老人保健施設事業の予算

■水道事業の予算

収益的収支（消費税込）

収益的収支（消費税込） 収益的収支（消費税込）

収益的収支（消費税込）

指定管理者制度移行後の方針について
　令和７年 11 月 17 日～ 12 月 2 日に各地区公民館で行いました「赤穂市民病院の経営形態の見直しについて」
の市民説明会の中で、指定管理者候補である医療法人伯鳳会と「協議中」と説明していた事項のうち、市と伯
鳳会で合意した現時点の内容をお知らせします。
　なお、方針１および３については、兵庫県の地域医療構想調整会議での協議および県知事の許可等を得る必
要があります。
　引き続き、関係機関等と下記の合意内容を含め、様々な協議・調整を行っていきます。

方針 1：許可病床は「399 床」とします。

　現在、赤穂市民病院の許可病床は「360 床」ですが、赤穂中央病院の外来機能、急性期機能等を赤穂市民
病院へ集約することにより、39 床増床の「399 床」とします。

方針 2：「院内処方」を導入します。

　現在、赤穂市民病院では「院外処方」を行っていますが、患者負担の軽減と利便性向上を図るため、「院内処方」
を導入します。
　ただし、院外処方を希望される患者さんについては、引き続き院外処方を選択することができます。他科診
療（院内の複数の診療科を受診、または複数の医療機関にかかっている）の場合は、引き続き「かかりつけ薬剤師・
薬局」をご活用ください。

人件費※１　各事業の職員等の給料など
減価償却費※２　施設等は年々価値が減少するのでそれを費用化したもの
支払利息※３　施設整備等のために借り入れた起債等の利息
長期前受金戻入※４　国庫補助金等を財源として取得した財産の減価償却にあわせて収益化したもの

方針 3：「選定療養費（7,700 円）」を見直します。

　現在、赤穂市民病院は「地域医療支援病院」として、他の医療機関からの紹介状がない患者さんについては、
初診時の選定療養費として 7,700 円（歯科にあっては、5,500 円）を負担いただいていますが、外来機能の集
約化に伴い、市内で総合病院を選択できなくなること等を考慮し、患者さんが利用しやすい病院を目指して、「地
域医療支援病院」の承認を取下げることにより、選定療養費を見直します。
　なお、患者さん中心の持続可能な地域完結型医療を目指し、指定管理者制度移行後も地域の医療機関と紹介・
逆紹介の維持に努めるなど、連携強化に取り組みます。

公立病院として維持します。
　赤穂市民病院は、今後も地域医療を維持し、市民、住民の健康と命とを守る砦の役割を担う公立病院として
維持します。

経営形態の見直しを行います。
　医師等医療従事者の確保、民間手法による効率的な経営、政策医療の確保などを総合的に勘案し、指定管
理者制度を導入します。このことにより、赤穂市を含む地域の医療を維持し、引き続き安全安心な医療を提供
してまいります。

経営改革の基本方針について
問病院経営移行担当　TEL４３・６９８５　FAX４３・６８９２

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！

■下水道事業の予算
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こども誰でも通園制度
利用対象　保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業所等に通っていない
　　　　　生後６か月から満３歳未満のこども
場　　所　赤穂すこやかセンター内保育室
時　　間　午前９時～午後５時（土、日、祝日、年末年始および正午～午後１時までを除く）
料　　金　１時間あたり 300 円
利用方法　「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用申請をしてください。
問子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

病児・病後児保育事業
　こどもが病気中や病気の回復期にあり、保護者の仕事や疾病、事故等の理由で家庭において保育ができな
いとき一時的にお預かりします。病児・病後児保育室または子育て支援課で事前登録をしてください。
利用対象　生後６か月～小学校６年生
開設場所　市民病院４階　病児・病後児保育室
利用時間　午前８時～午後６時（土、日、祝日、年末年始を除く）
利用料金　１日あたり２，０００円（生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料）
そ の 他　入院加療が必要な場合や感染力の強い疾患など、利用をお断りする場合があります。
問市民病院　病児・病後児保育室　TEL４３・６４６０　FAX４３・０３５１（市民病院総務課）

乳幼児一時預かり事業
　こどもを連れて行けない用事があるときなどは、保育資格を持つ職員が、乳幼児を一時的にお預かりしま
す。赤穂すこやかセンター内保育室で事前登録をしてください。
利用対象　生後６か月〜就学前の集団保育が可能な乳幼児
開設場所　赤穂すこやかセンター内保育室
利用時間　午前９時～午後５時（土、日、祝日、年末年始を除く）
利用料金　１時間あたり５００円
　　　　　（利用時間が１時間を超えた場合は 30 分ごとに 250 円）
問赤穂すこやかセンター内保育室　TEL / FAX４６・８７０７

ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）
　育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人がお互いに会員となり、保育所・幼稚園への送迎や自宅での
預かりなど、育児に援助が必要な家庭を地域でサポートします。ファミリー・サポート・センター（赤穂市
総合福祉会館内）で事前会員登録をしてください。
利用対象　小学校６年生までのこども
利用時間　午前７時～午後９時
そ の 他　援助内容、料金などの詳細は市ホームページを確認してください。
問赤穂市ファミリー・サポート・センター　TEL / FAX４２・４０１１

事業名称 チャイルドシート
購入費助成事業

幼児２人同乗用
自転車購入助成事業

第３子いきいき
子育て応援事業

助成金額 購入費の 1/2
（限度額８，０００円）

購入費の 1/2
（限度額４０，０００円）

次の金額を赤穂商工会議所が発
行する商品券で支給します。
①出産祝金：５０，０００円
②入学祝金：３０，０００円

助成要件

申請日に１年以上市内に住所を有し、
自らが養育する６歳未満の幼児のた
めにチャイルドシート・ジュニアシ
ートを購入した人

（幼児１人につき１台限り）

申請日に１年以上市内に住所を有し、
自らが養育する小学校就学前の幼児

（２人以上）のために幼児２人同乗用
自転車を購入した人（１世帯１台限り）

市内に住所を有し、次のいずれかに
該当する人
▷�第３子以降の子を出産した保護者
▷�第３子以降の子が小学校または中

学校に入学した保護者

申請期限 購入後１年以内 購入後４年以内 ①出産の日から１年以内
②令和８年４月 30 日（木）

ホ ー ム
ぺ ー ジ

養育費履行確保支援事業
　ひとり親家庭の父または母が養育費を確実に受け取れるよう、公正証書等の作成および養
育費保証契約に必要な費用（いずれも上限５万円）を助成します。
　なお、申請は助成金の支給の対象となる費用を支払った日の翌日から１年以内となって
います。
問子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

母子世帯等奨学金
　市内に住所を有する母子世帯、父子世帯、または父母のいない世帯の児童で、能力が有るにもかかわらず
経済的理由により修学困難な人に対して、選考のうえ奨学金を支給します。
対 象 者　高校生など（１年生～３年生）　※過去に選考に漏れた人も申請することができます。
支給金額　月額９，０００円
申請書類　子育て支援課で配布します。
配布期間　４月 10 日（金）～５月８日（金）　午前８時半～午後６時（土、日、祝日を除く）
提出期限　５月 29 日（金）
問子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

子どもの居場所づくり実施団体を募集します
　貧困を抱えた世帯やひとり親世帯等のこどもに、子ども食堂や学習支援などを通じた子どもの居場所づく
りを行う団体に対して、運営費用の一部を助成します。「興味がある」、「やってみたいけど何から始めれば
よいかわからない」などの問い合わせも随時受け付けています。
補助要件
▷�子ども食堂　市内において、継続的に原則月１回以上実施し、１回あたりのこどもへの食事提供数が 10

食以上であること。
▷�学習支援　市内において、継続的に原則週１回以上、１回あたり１時間以上実施し、１回あたりのこども

の参加人数が概ね３名以上であること。
▷�つながりの場づくり　フードパントリー等による継続的な食材配布を原則週２回以上、相談支援を原則

月２回以上実施すること。
募集期間　４月 10 日（金）～ 24 日（金）
問子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

子育て世帯を対象にした各種助成事業

子育て支援 子育て支援

問子育て支援課　TEL４３・６８０８　FAX４３・７１３８

　市ホームぺージ
「養育費履行確保支
援事業」

市ホームぺージ
「こども誰でも通園
制度」

市ホームぺージ
「病児・病後児保育事業」

市ホームぺージ
「乳幼児一時預かり事業」

市ホームぺージ
　「赤穂市ファミリー・
　サポート・センター」

市ホームぺージ
「子ども居場所づくり推進事業」

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！
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問保健センター　TEL４６・８７０１　FAX４６・８７０５
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

対象者 自己負担額

定期接種
（注１）

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の助成を今までに一度も受けたことがない
①・②に該当する人
①65歳の人（注２）
②�60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に

制限される程度の障がいがある人、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常
生活がほとんど不可能な程度の障がいがある人

※ただし、令和７年度対象者（昭和35年４月１日生～昭和36年３月31日生）で令和８年
度に接種する人については自己負担額4,000円で接種可

7,900円

定期接種以外の対象者（注３） 助成金額

これまで風しんにかかったことがなく、予防接種を受けたことがない人
で次の①～③に該当し、今までに一度も助成を受けたことがない人
①26歳以上50歳未満の妊娠を予定または妊娠を希望する女性
②①の配偶者
③妊婦の同居の家族

抗体検査 2,500円
予防接種（注４）

（麻しん・風しん混合） 5,000円

予防接種（注４）（風しん） 3,500円

風しんの抗体検査・予防接種費助成

対象者 助成金額
定期接種
以外（注３）

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の助成を今までに一度も受けたことがない65歳以上の
人で定期接種の対象でない人 4,100円

◁各種予防接種の
詳細については
ホームページで

　確認してください。

注１：�市外医療機関（相生市・上郡町の一部医療機関を除く）で接種希望の人は、接種依頼書が必要ですので、事前に保健セ
ンターに連絡してください。

注２：65 歳以上 66 歳未満の人（65 歳の誕生日の前日から、66 歳の誕生日の前日まで）
注３：�事前に保健センターで手続きが必要です。市外医療機関で接種を受けた人は、すみやかに助成金の請求手続きをして

ください。
注４：予防接種は、抗体検査の結果、十分な抗体がない人が対象です。

予防接種に関するお知らせ

帯状疱疹予防接種
対象者 自己負担額

定期接種
（注１）

①年度内に65歳を迎える人
②�60歳から64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり、

日常生活がほとんど不可能な人
③令和７年度から令和11年度までの５年間の経過措置としてその年度内に
　70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる人も対象とな
ります

生ワクチン（ビケン）
4,000円

組換えワクチン
（シングリックス）

12,000円を２回

妊婦の予防接種
　ＲＳウイルスワクチン接種が、４月１日より定期接種となります。
対 象 者　接種時点で、妊娠 28 週０日～ 36 週６日までの妊婦
費　　用　無料
持 参 物　親子健康手帳（母子健康手帳）（注１）

　令和８年度より、定期接種に用いるワクチンがより高い効果が期待される 20 価肺炎球菌ワクチン（プレベナ
ー 20）に変更になりましたので、ワクチンの価格は従来よりも高くなります。

問消防本部警防課　TEL４３・６８８３　FAX４５・０１１９

市公式 LINE を活用した消防訓練等の予約受付を開始

４月から市公式 LINE のメニューをリニューアル
　メニュー名を「災害メニュー」から「防災メニュー」に変更し「消防訓練等申込」を追加しました。
LINE での「消防訓練等申込」予約受付方法
① 市公式 LINE の防災メニューから「消防訓練等申込」ボタンをタップ
② 最寄りの消防署を選択
③ 入力フォームに必要事項を入力
④ URL が LINE 上に送付されるので、タップして必要事項を入力
⑤ 予約受付が完了

※ LINE での予約受付は、あくまで実施日の予約受付です。 後日、
各種申込書に必要事項を記入のうえ、必ず最寄りの消防署に提出
してください。
　なお、実施日等に変更がある場合は、必ず申込先の消防署に電
話連絡してください。
予約受付できる消防訓練等
　・消防訓練（消火器・消火栓取扱い、防災教室）
　・救命講習（救命入門コース・普通救命講習など）
※最寄りの消防署：有年・中山地区は上郡消防署
　　　　　　　　　それ以外の地区は赤穂消防署

消防訓練等申込書は
こちら▷

問教育委員会文化財課　TEL４３・６９６２　FAX４３・６８９５

市内２例目の前方後円墳発見！

　福浦地区で新たに前方後円墳が発見され、３月２１日に現地説明
会を開催しました。
　この古墳は、地名にちなんで「福浦黒　古墳」と命名され、兵庫鼻

くろ　ばな

県の公開した詳細な測量データを利用し発見されました。古墳の
保護のために、その規模や残存状況などを明らかにするために市
教育委員会が今年度より調査を開始しました。
　調査の結果、古墳は全長４４ｍで、表面には土留めや装飾のため
に「葺

ふき
石
いし

」と呼ばれる石材を設置しており、造られた年代はおよそ
1,700 年前の古墳時代前期であると推測されます。
　古墳時代の有力者の墳墓とされる前方後円墳は、有年地区にあ
る放亀山古墳に続き、市内２例目となる貴重なものです。また播磨・
備前の国境地帯にあること、海や航路を監視するような位置にある
ことなど、興味深い特徴を持つ古墳です。

3/21　前方後円墳のくびれ部分の説明
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　今回の人事異動は、市政運営上の課題に的確に対応するため、新たな役職者ポストを新設するな
ど、限られた人員体制の中で最大限の効果を発揮できるよう、執行体制の整備に努めました。
　人事交流については、光都土木事務所及び兵庫県後期高齢者医療広域連合への事務職員の派遣を
継続するほか、西播磨県民局光都農林振興事務所及び光都土木事務所への技術職員の研修派遣を継
続します。
執行体制の整備
①市民病院指定管理者制度移行の推進
▷本年１月９日に設置した病院経営移行担当を引き続き配置し、令和９年４月１日の指定管理者制   
　度移行に向けて、指定管理者候補である医療法人伯鳳会を含め、関係機関等と様々な協議・調整
　を行う。
②ふるさとづくり寄付金の確保推進
▷本市の魅力発信を通じ、より一層の寄付金を確保するため、ふるさとづくり寄付金推進担当課長
　および担当係長を新たに配置する。
③産業基盤の整備推進
▷新田地区の市街化調整区域の土地利用について、市街化区域への編入を検討するため産業基盤整
　備推進担当課長を新たに配置する。
④その他
▷教育委員会事務局学校教育課内に専任の事務職員を配置し、中学校の部活動地域展開の着実な実
　施に努める。
▷水道施設の安定的な施設運営や今後の計画的な更新を図るため、水道課浄水係に電気職を１名増
　員する。
女性職員の登用
▷係長職昇任８名中、女性職員２名を登用（管財係長、住宅係長）
※参考　公営企業などを除く女性管理監督職（係長以上）は23名（19.2％）

市民部環境課長＝宮下裕章
健康福祉部子育て支援課長兼こども家庭センター
長＝田中志保
建設部地籍調査担当課長＝山田善達
建設部公園街路課長＝今井洋介
建設部都市計画課長兼計画係長事務取扱＝長棟由樹
建設部産業基盤整備推進担当課長（昇任）＝香山徳晃
産業振興部商工課長＝多田智浩
産業振興部ふるさとづくり寄付金推進担当課長

（昇任）＝谷勉
監査委員事務局長併せ選挙管理委員会書記長併せ
公平委員会書記長＝松田留美子
教育委員会学校給食センター所長＝本家信治
消防本部総務課長（昇任）＝安本憲司
消防本部予防課長（昇任）＝寺尾雅仁
消防本部救急課長＝小林弘喜
消防本部上郡消防署長＝久野哲男
消防本部上郡消防署管理担当課長（昇任）＝清水和幸
上下水道部総務課長（昇任）＝児島毅
市民病院総務課長（昇任）＝宮本昌英
介護老人保健施設事務課長兼介護老人保健施設担
当係長事務取扱＝澁谷文江

退・転職者
高原秀典（病院事業管理者）
大橋佳隆（市民病院副院長）
河本学（教育次長・指導担当）
西岐厚志（産業振興部農業共済担当課長）（兵庫県
農業共済組合派遣）
小林俊治（消防本部予防課長）

市民病院関係
薬剤部長（昇任）＝樋本繭子
臨床検査技師長（昇任）＝谷正敏
副薬剤部長（昇任）＝木村有子

教職員の退・転職者
北里浩士（城西小学校校長）
山本亮（塩屋小学校校長）
勝谷英策（有年中学校校長）
丑田耕平（赤穂西中学校教頭）

保育所関係
坂越保育所長＝德丸真弓
有年保育所長＝目木志子

教職員の異動
塩屋小学校校長＝中林晴之
城西小学校校長＝西村博子
尾崎小学校校長＝大手壽之
有年小学校校長＝河本学
有年中学校校長＝矢野昭博
赤穂西中学校教頭＝福田大介
坂越中学校教頭＝谷﨑壮志
有年中学校教頭＝大仲裕子

部長職
会計管理者＝松下直樹
危機管理監（昇任）＝廣村晋也
市民部長（昇任）＝古谷周
産業振興部長（昇任）＝前田光俊
教育次長（指導担当）＝山本亮
消防長（昇任）＝大鹿正喜
市民病院事務局長兼介護老人保健施設事務長（昇
任）＝藤田元春

役職定年
平野佳秀（会計管理者・理事）
正木洋志（教育委員会学校給食センター担当参事）
松本久典（市民部長）
関山善文（産業振興部長・理事）
尾崎浩司（消防長）
松本和彦（消防本部上郡消防署長・参事）
渡代昌孝（市民病院事務局長兼介護老人保健施設事
務長）

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！

課長職
市長公室病院経営移行担当課長（参事）（昇格）＝
奥吉達洋
総務部契約管財課長（参事）（昇格）＝丸尾誠
総務部財政課長（参事）（昇格）＝萬代新
市民部市民課長（参事）（昇格）＝近藤雅之
健康福祉部保健センター所長兼児童発達支援事業
運営管理者兼すこやか係長事務取扱（参事）＝
日笠二三枝
健康福祉部介護保険担当課長（参事）（昇格）＝
山内陽子
教育委員会こども育成課長（参事）（昇格）＝笠原裕之
消防本部次長兼赤穂消防署長（参事）（昇格）＝
有岡幹記
市長公室企画政策課長＝宍戸崇起
総務部税務課長兼徴収係長事務取扱（昇任）＝
玉石悦之

特別職
病院事業管理者兼院長＝林晃史

幼稚園関係
城西幼稚園長＝宮島由香
塩屋幼稚園長＝藤本美英
赤穂西幼稚園長＝三輪麻美
坂越幼稚園長＝丸尾佐栄子

令和８年度 市職員の人事異動
　この度、教育長を拝命し、
その職責の重さを感じるとと
もに、微力ではございますが、
赤穂市の教育行政に誠心誠
意、全力を尽くす覚悟でござ
います。

　教育長として、私のこれまでの学校現場や社会
教育施設での体験、さらに教育行政での経験を活
かして、山積する教育課題はもとより、学校園所
教育や社会教育等の発展と、赤穂市施政方針にも
あります「夢と志を育む教育」の創造を目指した
いと思っております。
　市民の皆様方のご理解とご支援をお願い申し上
げまして、就任のあいさつとさせていただきます。

赤穂市教育長　藤本浩士

就任のごあいさつ
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ホホタルの幼虫放流会タルの幼虫放流会

赤穂小学校３年生の児童が、加里
屋川にホタルの幼虫約 500 匹を
放流しました。
　　　　　　（３/ ４　加里屋川）

三菱電機株式会社系統変電システム
製作所赤穂工場が、さくら園や子育
て支援課に対して、掃除機等を寄贈
されました。
　　　　　　　　（３/13　さくら園）

自自衛隊入隊を激励衛隊入隊を激励 三三菱電機株式会社寄贈品贈呈式菱電機株式会社寄贈品贈呈式

自衛隊に入隊す、長
は

谷
せ

川
がわ

煌
こう

さん（右
から４人目）と児

こ
島
じ ま

彰
しょう

太
た

さん（左
から４人目）の激励会が行われま
した。
　　　　　　　（３/ ３　市役所）

全全国大会出場国大会出場

３月 28 日～ 30 日に開催された
第 34 回ヤングリーグ春季大会に
出場する赤穂ヤングの選手たちが
市長を表敬訪問しました。
　　　　　　　　（３/16　市役所）

赤穂こどもエコクラブは１年間の
活動を終えた発表会を行い、修了
証の交付式をしました。　　　　
　　　　　　　（３/15　市役所）

創創立50周年記念定期演奏会立50周年記念定期演奏会赤赤穂こどもエコクラブ修了式穂こどもエコクラブ修了式

赤穂市児童合唱団が創立 50 周年を
記念して定期演奏会を開催。日ごろ
の練習の成果を発揮し、美しい歌声
を響かせました。

（３/15　赤穂化成ハーモニーホール）

第第15分団消防ポンプ車更新15分団消防ポンプ車更新

消防ポンプ自動車が更新され、新しく
第 15 分団に配備されました。　　　
　　　　（３/26　防災センター）

株式会社 MORESCO 赤穂工場より、
企業版ふるさと納税による自動車の寄
贈がありました。（電気自動車として
初めて）
　　 　 　 （３/27　市役所）

全全国大会出場国大会出場 寄寄付ありがとうございます付ありがとうございます

３月 26 日～ 29 日に開催されたスタ
ーゼンカップ第 56 回日本少年野球大
会春季全国大会に出場する丸

まる
尾
お

星
せ

奈
な

さん（坂越中１年生）が市長を表敬
訪問しました。　（３/17　市役所）

（3/18　城西幼稚園） （3/23　坂越小学校）

市内の各学校園所で卒業証書授与式や修了式が開催されました。卒卒園卒業おめでとうございます園卒業おめでとうございます

問秘書広報課　TEL４３・６８７０　FAX４３・６８２２
姉妹都市交流
山鹿市を表敬訪問

　このたび、牟礼市長と西川議長とが姉妹都市・熊本県山鹿市の早田市長、
有働議長を表敬訪問しました。
　吉良邸討ち入り後、赤穂義士四十七士のうち大石内蔵助ら十七士が江
戸の細川藩邸に預けられた際、同藩の堀内伝右衛門が親身にお世話をさ
れ、義士の切腹後、その遺髪をもらい受け、自らの知行地にある日輪寺
に遺髪塔を建て、供養をされました。そのご縁もあり山鹿市と平成 14 年
に姉妹都市となっています。
　今年は堀内伝右衛門の 300 回忌にあたり、11 月には山鹿市で義士親
善友好都市交流会議（忠臣蔵サミット）が開催される予定です。
　今後も両市の発展のため、幅広い分野で友好交流を図ってまいります。

日輪寺の遺髪塔および
堀内伝右衛門記念顕彰碑

問赤穂駅周辺整備株式会社　TEL４５・７４００　FAX４５・７４０１

映画「骨なし灯籠」のプラット赤穂シネマでの上映について

　この作品は「共生」「いのちの再生」をテーマに、姉妹都市である熊本県山鹿市で撮影制作されました。
　５月 16 日（土）には、同映画監督の木

こ
庭
ば

氏による舞台挨拶、灯籠娘による山鹿灯籠踊りの披露などイベント
が開催されます。

上映期間（予定）：５月 15 日（金）～ 21 日（木）　
※上映時間などの詳細については、決まり次第ホームぺージでお知らせします。
※プラット赤穂シネマにおいて、全国共通特別鑑賞券も販売しております。
　料金区分・サービステイ・他の割引との併用不可等により、当日券のほうが安くなる場合もあります。

プラット赤穂公式
ホームぺージ△

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！
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　全国の児童生徒等 2,184 点の作品の中から、兵庫県警察サイバーセキュリティ・捜査高度化センターより
優秀賞として表彰されました。

ひろげよう情報セキュリティコンクール受賞

優秀賞
赤穂東中３年
木
き

元
もと

　凪
なぎ

さん
「スマホに夢中になっていると・・・」

問赤穂東中学校　TEL４２・２３２０　FAX４３・６１０２

左　室
むろ

井
い

　大
たい

知
ち

さん
右　木

き
元
もと

　凪
なぎ

さん
※所属している学校は受賞した
　３月時点です。

　新生活に不慣れな時期をねらって勧誘業者が訪問し、電力・ネット回線契約の変更、
ウォーターサーバー、布団の購入などを勧められ、不要な契約をしてトラブルになること
があります。突然の訪問を受け、「管理会社から紹介された」「みんな契約している」など
と勧誘されても、事業者の話をうのみにせず、その場で契約をしないようにしましょう。

　問い合わせ先　消費生活センター
　TEL４３・７０６７　FAX４３・６８１０

トラブルにあわないために
・突然の訪問は、ドアを開けずに対応する　　　　　　　　　　　　
・勧誘してきた事業者名を確認する
・その場ですぐに契約しない
・契約内容をよく確認する
・不要な契約は、きっぱり断る
・訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフができます
☆一人で悩まず、消費生活センター等に相談しましょう！
　「オンライン相談（Zoom）」を始めました。詳細は市ホームぺージをご確認ください。▷

～新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル～　
「引っ越し直後をねらった訪問販売にご注意！」

事　例
解　説

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

市 県 民 税
（ 普 通 徴 収 ）

納 期 限 6/30 8/31 11/2 2/1

督促状発行予定日 7/17 9/18 11/20 2/19

軽 自 動 車 税
納 期 限 6/1

督促状発行予定日 6/19

固 定 資 産 税・
都 市 計 画 税

納 期 限 4/30 7/31 12/25 3/1

督促状発行予定日 5/20 8/20 1/14 3/19

国民健康保険税
介 護 保 険 料

（ 普 通 徴 収 ）

納 期 限 7/31 8/31 9/30 11/2 11/30 12/25 2/1 3/1

督促状発行予定日 8/20 9/18 10/20 11/20 12/18 1/14 2/19 3/19

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

（ 普 通 徴 収 ）

納 期 限 7/31 8/31 9/30 11/2 11/30 12/25 2/1 3/1 3/31

督促状発行予定日 8/20 9/18 10/20 11/20 12/18 1/14 2/19 3/19 4/20

※�口座振替の場合は、各納期限の日に登録口座から引き落としされます（再振替は行われません）。
※���納期限までに納付がなされていない場合、地方税法の定めにより、原則として納期限後20日以内に「督促状」

が発行されます。督促状の発行日から「督促手数料」100円が追加されますので、ご注意ください。

問税務課徴収係　TEL４３・６８０５
FAX４３・６８９２　令和８年度の市税などの納期限は下表のとおりです。

　納期限内の納付にご協力ください。

市税等の納期限について　～期限内に納めましょう～

固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税・森林環境税、国民健康保険税については、納付書に印字される地方
税統一ＱＲコードを利用して、「地方税お支払サイト」やスマートフォン決済アプリからの納付のほか、全国の地方税
統一ＱＲコード対応金融機関での納付が可能です。

地方税統一 QR コードをご利用ください

①たけのこは、穂先は３㎝長さ、３㎜厚さの短冊切りにする。
　根元は5㎜厚さのいちょう切りにする。
②ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽは、さやから取り出す。
③油揚げは、細かいみじん切りにする。
④合わせだしは、材料を混ぜ合わせておき、炊飯器に洗った米、
　油揚げを入れて、合わせだしを加える。
⑤フライパンに油少量を熱して桜エビを中火でカリカリに炒め、
　たけのこ、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽを加えてさっと炒める。
⑥⑤を④の炊飯器に加えて炊く。
⑦炊きあがったご飯を混ぜ、盛り付ける。

一口メモ

* １人あたり栄養素 *　エネルギー 185kcal　塩分1.7g
（料理協力：赤穂市いずみ会）

　「筍」という字は、一旬 ( いちじゅん、10日間 ) という言葉が
示すように、条件が整うと次々に伸び始め、すぐに竹となってし
まうため、生のタケノコを楽しむことができるのは限られた期間
です。この季節ならではの代表的な食材を食卓に取り入れてみま
せんか。

春の炊き込みご飯 作り方
旬の食材

材　料（４人分）
ゆでたけのこ・・・150ｇ
グリーンピース（さや入り）・・・100ｇ
桜エビ・・・・・・・10ｇ
油揚げ・・・・・・1/2枚
米・・・・・・・・・２合

合わせだし
だし・・・・・・・450ml
みりん・・・・・大さじ１
塩・・・・・・小さじ1/2
薄口しょうゆ・・大さじ１・1/3
油・・・・・・・・・少量

　
⎧

　⎭
　⎫

　
⎩

優秀賞
赤穂東中３年
室
むろ

井
い

　大
たい

知
ち

さん
「偽サイトに気をつけて」
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http://www.ako-city-lib.com

「パンダおかたづけでんしゃ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　いりやま　さとし
　パンダがあそんだあとは、あっちこっちにおもちゃが
いっぱい。そこで、パンダがおかたづけでんしゃのうん
てんしゅになって、おかたづけをするよ。トラックさん、
きょうりゅうさん、ロボットさんたちをのせて、みんな
のおうちまではこんで…。

「経験としてのレファレンスサービス」/ 大串　夏身
「地図でスッと頭に入る世界史を決めた戦争」/ 加来　雄大
「百年の挽歌」/ 青木　理
「茶懐石のいただき方と作法」/ 淡交社
「2 月の本」/ 矢川　澄子ほか
「なんのこれしき !」/ 佐藤　愛子

「はじめてのクラフト盆栽」
　　　　　　　　　　　　　日本クラフト盆栽作家協会
　針金と紙でできているのに、まるで本物のようなクラ
フト盆栽。枯れる心配がなく、日々の手入れも不要。短
時間で完成し、どんな樹形も思いのまま。そんなクラフ
ト盆栽の作り方、飾り方を紹介する。

TEL４３・０２７５　FAX４３・６２９１

＜お知らせ＞
４月23日（木）～５月12日（火）は「こどもの読書週間」です。
2026年の標語：“ことばがきみのはねになる”
　※図書館では下記関連行事を実施します。
　期間　４月11日（土）～６月７日（日）
おすすめえほん展示
　関西福祉大学図書館との共同企画です。
　関西福祉大学の学生さんが作成したポップとともにお楽
　しみください。
　場所　市立図書館・関西福祉大学図書館
※定住自立圏圏域（上郡町、備前市）の図書館でも同時期に
開催しています。
チャレンジ！ザ・読書2026春
　期間中、読書記録通帳を利用してたくさん本の貯金をし
ましょう！ 
　20冊の“貯金”で粗品を進呈！
※読書記録通帳は中学生以下無料。
ぼくのわたしのおすすめ本
　お気に入りの本のおすすめポイントを、用紙に記入し紹
介してください（イラストも可）。
　紹介いただいた人には粗品をお渡しします。
※どちらも一般の人も参加できます。

日本海水赤穂ライブラリー
赤穂市立図書館

問社会福祉課　TEL４３・６８０９　FAX４５・３３９６

　市内のバス利用および高齢者の外出機会を増やすため、バス運賃を助成します。
事業内容
　⑴助成対象者
　　赤穂市に住民登録がある満 75 歳以上の高齢者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
　運転経歴証明書のいずれかの交付を受けている人を除く。）
　⑵助成上限額　年間５千円
　　申請に基づき年度内利用可能な助成券（１枚につき 100 円。50 枚つづり）を交付します。利用者はバス
　１乗車につき助成券を１枚提出し、残りを現金で支払ってください。
　⑶利用可能バス
　　市内路線バス、市内循環バス「ゆらのすけ」、　東備西播定住自立圏圏域バス「ていじゅうろう」
　⑷申請窓口　社会福祉課、各公民館（中央公民館を除く）※各公民館については、後日交付となります。
　⑸申請に必要なもの　本人確認書類（マイナンバーカード等）

令和８年度高齢者に対するバス運賃を助成します

中小企業者への支援
　中小企業経営安定資金融資
　中小企業者が低利で事業資金等を調達できる制度
　○資金種別　事業資金・中心市街地等活性化対策資金
　○融資額　資金種別ごとに 1,000 万円以内
　○利率　年 1.20％（固定）

市ホームぺージ
「融資および利子補給」

事業者の皆様へ
問商工課　TEL４３・６８３８　FAX４６・３４００

　中小企業経営安定資金利子補給
　中小企業経営安定資金融資のうち、100 万円以上の設備資金を借り入れた場合に、設備資金に係る利子
相当額の３分の１または全額を補給（条件あり）
　中小企業等経営強化法による支援措置
　本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて
市内に先端設備等を導入する場合に、固定資産税 3 年度間分を 2 分の 1 に軽減するなどの
支援措置を受けることができます。

市ホームぺージ△

市ホームぺージ
「経営強化法」

問社会福祉課　TEL４３・６８０９　FAX４５・３３９６

　敬老会とふれあい交歓会（ひとり暮らし老人花見の会）につきましては、コロナ禍以降、集合形式で長寿を祝
い、高齢者を地域全体で支えあう気持ちを育むことが難しい状況が続いており、令和８年度から廃止すること
とし、年々増加する医療費など高齢者の生活を支える事業への財源として活用しますので、ご理解をお願いい
たします。

「敬老長寿ふれあい事業」を廃止します
「私たちの人生レシピ 女3人しあわせ朝ごはん」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　千咲　ゆず葉
　人生の折り返しを迎えた、40歳、独身、女友達3人暮
らし。ルームシェアのルールは、「朝ごはんを一緒に食べ
ること」 全14話を収録した連作短編集。朝食のレシピ
も掲載。

問市民対話課　TEL４３・６８１２　FAX４３・６８１０

市内初！「ミモザ企業」が誕生しました

株式会社セルビーハウジング
県ホームぺージ△

　このたび、女性活躍や多様な働き方の推進に積極的に取り組む企業を応援する「ひょうご・こうべ女性活躍
推進企業（ミモザ企業）認定制度」において、市内で初めて「ミモザ企業」が誕生しました。

問保健センター　TEL４６・８７０１　FAX４６・８７０５

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）を開設します

　４月 22 日（水）～ 10 月 21 日（水）の間、クーリングシェルターを開設します。
　「熱中症特別警戒アラート」発表時以外も、一時的に暑さをしのぐ一時休憩所として、クーリングシェルター
を利用できます。
　クーリングシェルターの開設場所等については、ホームぺージで確認ください。

市ホームぺージ▷

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！
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国民年金の学生納付特例の申請はお済ですか
　20歳になった学生は申請により、在学中の国民年金保険料納付の猶予を受けることができます。
　年度ごとに手続きが必要で、令和８年度申請は、更新のお知らせに同封されている申請書ハガキに
記入し、ポストへ投函してください。
　４月中旬を過ぎても、更新のお知らせが届かない人や、新たに申請する人は、学生証または在学証
明書（原本）を持参のうえ、国保年金係で手続きをしてください。

令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
　国の少子化対策である、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、全世代・全
経済主体が国民健康保険、後期高齢者医療制度等の医療保険の保険料（税）と合わせて、子ども・子育
て支援金を納付する制度が始まります。

令和８年度の国民年金額が決定しました
　国民年金の金額は名目手取り賃金と物価変動率がともにプラスだったため、額改定ルールに基づ
き、以下のとおり引き上げられます。

保険・年金保険・年金

区分
医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分（40 歳～ 64 歳）

７年度 ８年度改正後 ７年度 ８年度改正後 ７年度 ８年度改正後
所得割税率 7.48％ 7.52％ 2.88％ 3.00％ 2.44％ 2.60％
均等割額 29,300 円 31,100 円 11,400 円 12,400 円 11,900 円 13,000 円
平等割額 19,300 円 20,200 円 7,700 円 8,200 円 6,000 円 6,400 円

課税限度額 66 万円 67 万円 26 万円 26 万円 17 万円 17 万円

令和８年度の国保税の税率を決定しました
　国民健康保険は、加入者が病気やケガをされたときに安心して医療を受けられるように、保険税を出し合
いみんなで助け合う社会保障制度で、安定的な事業の運営を維持していくため、保険税率等を以下のとおり
決定しました。

問医療介護課国保年金係　
TEL４３・６８１３　FAX４３・６８９２

区分 老齢基礎 障害基礎 遺族基礎
（子が 1 人の場合）１級 ２級

年金額（年額）
上段：70 歳以下

（下段：71 歳以上）
847,300 円　

（844,900 円）
1,059,125 円　

（1,056,125 円）
847,300 円　

（844,900 円）
1,091,100 円　

（1,088,700 円）

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準額以下の世帯 軽減割合（軽減後均等割額：年額）

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者数－１）
 7.2割（令和8・9年度のみ） 医療分　16,359円

７割 子ども分 　 405円

基礎控除額（43万円）＋31万円×被保険者数＋10万円×
（年金・給与所得者数－１） ５割

医療分　29,213円

子ども分 　 675円

基礎控除額（43万円）＋57万円×被保険者数＋10万円×
（年金・給与所得者数－１） ２割

医療分　46,741円

子ども分　1,080円

問い合わせ先
　▷資格・給付に関すること・・医療介護課医療係   TEL４３・６８２０　FAX４３・６８９２
　▷保険料に関すること・・・・税務課市民税係      TEL４３・６８０３　FAX４３・６８９２
　▷コールセンター・・・・・・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
　　　　　　　　　　　　　　　TEL０７８・３２６・２０２１　FAX０７８・３２６・２７４４ 後期高齢者医療制度の保険料

（赤穂市ホームぺージ）

令和８・９年度の後期高齢者医療制度の保険料率を決定しました　
　後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率（均等割額と所得割率）は、２年ごとに見直されます。

被扶養者であった人の軽減
　制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額が
かからず
4 4 4 4

、後期高齢者医療制度の被保険者となってから２年間は均等割額が５割軽減され、年額が医療分
29,213円、子ども分675円となります。
　なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。
※�被扶養者であった人でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けるこ

とができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

兵庫県の令和８年度保険料の計算方法
　年間の保険料は被保険者一人一人が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得
割額」を合計します。

※ 65 歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大 15 万円を控除し、軽減判定します。
※�年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある人を

いいます。

（※２）総所得金額等は、収入額から次の控除額を引いた金額です。（公的年金等控除額、給与所得控除額、
必要経費。ただし、所得控除額（社会保険料控除額、扶養控除額等）は含みません）。

医療分 均等割額 所得割率 賦課限度額
令和８・９年度 ５８，４２７円 １０．７７％ ８５万円
令和６・７年度 ５２，７９１円 １１．２４％ ８０万円
子ども分（※１） 均等割額 所得割率 賦課限度額
令和８年度 １，３５１円 ０．２４％ ２．１万円

（※１）「子ども・子育て支援（納付）金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は、令和８年度か
ら令和 10 年度にかけて１年ごとに見直されます。

兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率

均等割額
５８，４２７円

所得割額
（総所得金額等（※２）－43 万円）×所得割率 10.77％

保険料額（年額）
（上限 85 万円）＝+

均等割額
1,351 円

所得割額
（総所得金額等（※２）－43 万円）×所得割率 0.24％

保険料額（年額）
（上限 2.1 万円）＝+

（医療分）

（子ども分）

所得割税率 均等割額 18 歳以上均等割額 平等割額 課税限度額
0.29％ 1,300 円 100 円 900 円 3 万円

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！

子ども・子育て支援金分の保険税率等は以下のとおり決定しました。

※子ども（高校生年代まで）の均等割額は全額軽減され、その軽減分を 18 以上の方で「18 歳以上均等割額」
として納付することとなります。

問医療介護課国保年金係　TEL４３・６８１３　FAX４３・６８９２

問医療介護課国保年金係　TEL４３・６８１３　FAX４３・６８９２

所得の低い人の軽減（令和８年度）
　同一世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の令和７年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額
が軽減されます。

問医療介護課国保年金係　TEL４３・６８１３　FAX４３・６８９２
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できる人）
活動予定
　原則６月～３月の第３日曜日
のうち、年７回程度
活動内容
　自然観察会（植物、生き物）、
環境学習など
申込期限　５月８日（金）
申込方法
　右のＱＲコード
から電子申請により
申し込んでください。
　 電 子 申 請 が 利 用で きない 人 
は、環境課まで問い合わせくだ
さい。
　また、過去の活動内容をまと
めたエコクラブだよりを市ホー
ムページで公開しています。
問い合わせ先
　環境課
　TEL４３・６８２１
　ＦＡＸ４３・６８９２

赤穂市いずみ会　郷土料理教室
　料理初心者大歓迎！旬の食材
を使っていずみ会と一緒に楽し
く美味しく調理しませんか。 
日時　５月14日（木）
　　　午前10時～
場所　赤穂すこやかセンター
　　　２階栄養指導室
対象　市内在住の人
募集人数　先着18名
受講料　材料費（800円）
内 容　 か き ま ぜ ( バ ラ 寿 司 )、

地域福祉計画策定委員を公募し
ます
　応募資格 
　満18歳以上（令和８年４月1日
現在）の市内在住者
　平日昼間の会議に出席できる人
　行政機関の職員、市議会議員
でない人
　市の他の公募委員でない人
　暴力団員または暴力団関係者
でない人
募集人員　　２名
任期　６月～令和９年３月まで（予定）
応募方法　住所、氏名、年齢、
職 業、 電 話 番 号 な ど 連 絡 先 を
記載した申込書（様式自由）と
作文（テーマ：赤穂市の地域福
祉向上のために必要なこと）を
800字程度にまとめ、持参、郵
送、FAX、メールのいずれかの
方法で提出してください。
応募期限　４月30日（木）必着
選考方法等　選考委員会により
選考し、結果は応募者全員に文
書で通知します。
問い合わせ先
　社会福祉課いきがい福祉総務係
　TEL４３・６８０９　FAX４５・３３９６
　メール ikigai@city.ako.lg.jp

赤穂こどもエコクラブメンバー
募集
　募集対象・人数
　市内小学校４年生～６年生　
30名程度（１年間を通して活動

柏餅など季節のレシピ
申込期間　５月７日（木）まで
問い合わせ・申し込み先
　保健センター
　TEL４６・８７０１　FAX４６・８７０５

シルバー人材センター会員募集
　市内在住の60歳以上の人。
　ご自分の希望や都合に応じた
働き方をしてみませんか。

（会費月200円）
　仕事以外にも、様々な行事や
講習会、ボランティア活動や農
産物販売にも参加できます。ま
ずは入会説明会にお越しくださ
い。
４・５月の入会説明会
日時　４月22日（水）
　　　５月11日（月）･27日（水）
　　　午後1時半～
場所　センター事務所２F
　※オンラインでいつでも入会
　説明会に参加可能です。詳し
　くはホームページをご覧くだ
　さい。

お仕事承ります
　気軽にご相談ください。
問い合わせ先
　シルバー人材センター
　TEL４３・７２００　ＦＡＸ４３・４６８７

を策定しました。
⑴2030赤穂市総合計画後期基
本計画
　2030赤 穂市 総 合計画は、 令
和３（2021）年度～令和12（2030）
年度の赤穂市がめざすべきまち
づくりの基本指針です。赤穂市
では、初めて本格的な人口減少
を見据えて策定した計画で、人
口減少に対応しながらも、心豊
かで安全・安心に暮らせる地域
社会の実現をめざし、「安心」・

「快適」・「元気」・「人」を柱に
各施策を進めています。
　今回の見直しは、計画期間の
中間期（令和７年度）を迎えたこ
とから、前期基本計画の評価・
検証を踏まえ、令和８年度から
令 和12年 度までの 後 期基 本 計
画を定めるものです。
⑵2030赤穂市総合戦略
　2030赤穂市総合戦略は、新た
な人口ビジョンに掲げる将来展望
人口の実現に向け、基本戦略や具
体的な施策・取組を示す計画です。
国の「地方創生2.0」や「デジタ
ル田園都市国家構想」を踏まえ、
デジタル技術の活用やＤＸの推進
により、人口減少下でも活力ある
地域社会の維持と地方創生の加
速を図ることとしています。また、
最上位計画である総合計画と整
合を図り、一体的に施策を推進し
ます。

子育て世代向けワークショップ
の参加者募集
　書籍「子育ての孤独にさよな
ら ぼっちママ相談室」をもと
に、子育て中の不安や孤独につ
いて語り合うことで、お母さん
の心を軽くするワークショップ
を開催します。
開催日時　５月15日（金）
　午前10時～ 11時半
開催場所　加里屋まちづくり会館
講師　福田　とも花　氏

（心理コンサルタント・公認心理師）
参加費　無料
募集期間　５月14日（木）まで
募集定員　30人程度
申込方法　申込フォームまたは
メールにより申し込んでくださ
い。

問い合わせ先
　「子育ての孤独にさよなら ぼ
っちママ相談室」ワークショッ
プ事務局
　kokoronoouchi.mie7204@
gmail.com

2030赤穂市総合計画 後期基本
計画および2030赤穂市総合戦
略の策定について
　 令 和８年 度 から令 和12年 度
までを計画期間とする「2030
赤穂市総合計画後期基本計画」
および「2030赤穂市総合戦略」

問い合わせ先
　企画政策課
　TEL４３・６８６７　FAX４３・６８２２

令和８年度　赤穂市生活習慣病
健診が始まります！
　年1回、健（検）診を受けて、
生活習慣病などご自身の健康状
態を知りましょう。
　申し込みは下記の QR コード
または広報あこう３月号と同時
配布の「令和８年度赤穂市生活
習慣病健康診査のご案内」に添
付しているハガキでお願いしま
す。
　健診内容・日程などの詳細は、
ご案内や市ホームページで確認
ください。
　令和８年度より、骨粗しょう
症検診が開始されます。ぜひ他
の健（検）診とあわせて受診くだ
さい。
※「令和８年度赤穂市生活習慣
病健康診査のご案内」は、保健
センター、市役所１階情報コー
ナー（市民課前）、各地区公民館、
総合福祉会館にも設置していま
す。
問い合わせ先
　保健センター
　TEL４６・８７０１　ＦＡＸ４６・８７０５

広告募集中‼
　広報あこう
　赤穂市ホームぺージ
料金など詳しくは秘書広報課に
お問い合わせください。
　TEL０７９１・４３・６８７３
　FAX０７９１・４３・６８２２

広 告

広 告

シルバーホームぺージ▷

申込フォーム▷

計画書は、企画政策課、
各地区公民館等でご確認
ください。

　　市ホームページ▷

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！

申込はこちら▷
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代を狙ったロマンス投資詐欺、
特殊詐欺、悪質商法等が後を絶
ちません。自ら考え判断できる
賢い消費者になるための啓発講
演会を開催します。
日時　４月30日（木）
　午後２時半～３時半
　（消費者協会定期総会終了後）
会場　赤穂市文化会館
　赤穂化成ハーモニーホール
　小ホール
内容　赤穂市内における犯罪発
生状況および特殊詐欺・悪質商
法の手口等について
講師　赤穂警察署 刑事生活安全課
入場料　無料
主催　赤穂市消費者協会・赤穂市
　消費者協会では、会員を随時募
集しています。
　共に学び賢い消費者として一緒
に活動しませんか。皆さまの入会
をお待ちしております。
年会費　600円
問い合わせ先
　消費者協会事務局
　（市民対話課）
　TEL４３・６８１８　FAX４３・６８１０

障害者就労施設「ロビー販売」 
好評実施中！
　障がいのある人の自立・社会
参加を支援するため、障害者就
労施設による「ロビー販売」を
実施しています。
　参加事業所や実施予定につい 
ては、市ホームページをご覧く 
ださい。 
日時　毎週水曜日
　　午前11時～午後１時 
会場　市役所１階 
　　　エントランスホール
問い合わせ先
　社会福祉課障がい福祉係

「患者サロン」開催のお知らせ
場所　市民病院３階講義室
対象　どなたでも
申込不要・参加費無料
※参加時はマスク着用など感染
対策をお願いします。
テーマ　「胃がんについて知ろう！」
　「どうしたらいい？アピ アラ
ンスケア」
講師　外科部長・がん看護専門看護師
日時　４月21日（火）
　　　午前10時～ 11時
問い合わせ先
　市民病院地域医療室
　TEL４３・８４５８　FAX４３・８４６５

～市長と語り合いませんか？～
市長ミニ対話集会のご案内
　市民の皆さまの声を幅広く取
り入れたまちづくりを進めるた
め、今年度も「市長ミニ対話集
会」を実施します。
自治会、PTA、高齢者大学や趣
味のサークルなど、皆さまの集
まりの場に牟礼市長が伺い、市
政 や 市 の 将 来 像 等 につい て 気
楽な雰囲気の中で意見交換しま
す。
　市長との対話を希望される団
体、グループ等は、日程や開催
場所など事前に市民対話課まで
相談ください。
問い合わせ先
　市民対話課
　TEL４３・６８１８　FAX４３・６８１０

「赤穂市消費者協会定期総会・
消費者のつどい」
　消費者トラブルは身近なとこ
ろで起こっています。若年層か
ら高齢者まで、近年は幅広い世

　TEL４３・６８３３　ＦＡＸ４５・３３９６

令和８年度第１回危険物取扱者
試験
試験日および実施場所
　６月７日（日）
　姫路市ほか県下５会場
試験の種類
　甲種、乙種全類、丙種
書面申請
▷受付期間
　４月16日（木）～ 23日（木）
　申請先
　（一財）消防試験研究センター 
　兵庫県支部へ郵送または持参
電子申請
▷受付期間　
　４月16日（木）午前９時～
　　　　　　 　23日（木）終日
　申請先
　（一財）消防試験研究センター
　ホームページ▷

願書の配布場所
　赤穂消防署および上郡消防署
問い合わせ先
　赤穂市消防本部予防課危険物係
　TEL４３・６８８２　FAX４５・０１１９
　上郡消防署庶務予防係
　TEL５２・５１１９　FAX５２・１３５１

墳時代の揖保川流域」（10月13
日～）　など
受講料　500円
問い合わせ・申し込み先
　西播磨文化会館
　管理運営コンソーシアム
　TEL０７９１・７５・３６６３
　ＦＡＸ０７９１・７５・０９９２

「 西 播 磨 フ ー ド セ レ ク シ ョ ン
2026」加工食品募集！
　西播磨産農林水産物を使用し
た、おいしくて個性あふれる加
工食品のコンテストを３年ぶり
に開催します。
　受賞食品はさまざまな販売店
やイベント等で広くＰＲし、地域の
にぎわいづくりにつなげていき
ます。 応募の条件・方法などは
西播磨フードセレクションのホ
ームページを参照してください。
募集期間　７月３日（金）まで

問い合わせ・申し込み先
　西播磨県民局
　光都農林振興事務所
　農政振興第１課
　TEL０７９１・５８・２１９４

西播磨文化会館一般公開講座に
ついて
　西播磨文化会館では、令和8
年度も西播磨の歴史や文化、自
然・環境に関するテーマなど約
50講座を予定しています。会館
ホームページから、年間計画表
と申し込み用紙がダウンロード
できますので、申込みください。
場所　西播磨文化会館
　（たつの市新宮町宮内458-7）
講座例
　「播磨の伝説散歩」（５月13日
～）、「西播磨ゆかりの植物」（５
月14日～）、「不徹寺流笑いの絶
えない生き方」（６月12日）、「楽
しく学ぶ文化財の見方・考え方」

（６月26日～）、「夜空の話題あ
れこれ　初耳学」（８月27日）、「古

西 播 磨西 播 磨

広告募集中‼
　広報あこう
　※市内に事業所がある企業に限ります。

　赤穂市ホームぺージ
料金など詳しくは秘書広報課に
お問い合わせください。
　TEL０７９１・４３・６８７３
　FAX０７９１・４３・６８２２
　　メール kouhou@city.ako.lg.jp ※詳細は、赤穂市文化会館までお問い合せください。（開館日：火曜日を除く午前 9 時～午後 5 時 15 分）

赤穂市文化会館

チケット予約専用　TEL 43・5144　FAX 43・5950
自主事業のお知らせは公式サイトで配信中！！下記QRコードからご確認ください。
主催（公財）赤穂市文化とみどり財団

TEL４３ ・ ５１１１

◁ＨＰ ◁フェイス
 ブック

◁インスタ
 グラム

好評発売中

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ 2026 関連企画
歌劇「カルメン」ハイライトコンサート～ええとこどり！
4 月 18 日（土）午後 3 時開演　小ホール　全席指定
入場料：一般 1,000 円（友の会 800 円）、高校生以下 500 円
※未就学児入場不可

松竹大歌舞伎 尾上菊之助改め 八代目 尾上菊五郎襲名披露
7 月 23 日（木）午後 1 時半開演　大ホール　全席指定
入場料：一等席 8,000 円（完売）　二等席 7,000 円　三等席 6,000 円
　　　　高校生以下全席 2,000 円（イヤホンガイド付）
　　　　※友の会会員 1 割引（高校生以下は友の会割引なし）
　　　　※ 3 歳未満入場不可
出演者：八代目尾上菊五郎、中村雀右衛門、片岡愛之助　ほか
演　目：『雨の五郎』『藤娘』『魚屋宗五郎』

お 忘 れ な く！！
納期限は６月１日（月）です

○市税○ 軽自動車税
※５月１日（金）通知予定

税務課市民税係
TEL４３・６８０３　ＦＡＸ４３・６８９２

納税証明書が必要な人
・税務課窓口で発行手続きが必要です。（※障がい者減免対象者含む）
・�口座振替による納付の人は６月１日（月）から１週間程度は「口座振替記帳済みの

通帳」を窓口で確認のうえ、納税証明書を発行しますので、通帳を持参してくだ
さい。

減免対象の人
　一定の障がいのある人のために使用されている軽自動車については、 軽自動車
税の減免制度があります。
　該当する人は、６月１日（月）までに税務課へ申請を！

○県税○ 自動車税
兵庫県西播磨県民局龍野県税事務所

TEL０７９１・６３・５１３０
ＦＡＸ０７９１・６３・２５６０

完売しました

市ホームぺージ▷

西播磨フードセレクシ
ョンホームぺージ▷

西播磨文化会館
ホームぺージ▷

４月から 16 歳以上を対象に、自転車交通違反に青色切符！ 2524 No.892  2026年4月 No.892  2026年4月



４/10 ～５/15健康・相談

人口（２月）� 住民基本台帳登録者人口

世帯数 20,570 戸 （ － 9）
人口 43,333 人 （ － 53）
男 20,945 人 （ － 33）
女 22,388 人 （ － 20）

� （　）内は前月比
◎２月中の異動
出生 9 人（－ 13） 転出 77 人（－ 17）
死亡 47 人（－ 25） その他増 0 人（± 0）
転入 62 人（+ 7） その他減 0 人（± 0 ）
� （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 ２月 2026年累計

発生件数 62（－ 18） 171（－ 9）
　人身 10（ + 1） 28（ + 9）
　物損 52（－ 19） 143（－ 18）
死者 0（± 0） 0（± 0）
重傷 3（ + 3） 3（ + 3）
軽傷 10（ + 1） 34（ + 15）

� （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 ２月 2026年累計
火災 0（－ 4） 2（－ 5）
救急 195（－ 58） 436（－ 91）

（　）内は前年比

火災発生時の問い合わせ
� TEL43・6899（自動案内）

　　　　　  ＦＡＸ45・0119（ＦＡＸ返信）

４月
10 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

11 ●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談  
　（市民会館） 10：00 ～ 12：00　相談事務局

12 きむクリニック TEL４５・７３５５
9：00 ～ 17：00

13 ●人権相談 10：00 ～ 12：00 

14
● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 9：20 ～ 11：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
●子育て相談 13：30 ～ 15：30　子育て学習センター

15
16 ●子育て相談 13：30 ～ 15：30　子育て学習センター

17
18 ●司法書士による法律相談（市民会館） 9：30 ～ 12：00

　兵庫県司法書士会西播支部

19 せの内科クリニック TEL５６・５１１５
9：00 ～ 17：00

20
21 ●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

●もの忘れ健康相談（要予約） 13：00 ～ 14：00 包括

22
●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 
●心配ごと相談 13：30 ～ 16：00 
●こころの相談（要予約） 13：00 ～ 17：00 

23
●年金出張相談（要予約） 10：30 ～ 15：00
　問姫路年金事務所　TEL０７９・２２４・６３８２（案内１番）
●女性問題専門相談（要予約） 13：00 ～ 16：00 女性交流センター

24
25
26 きっかわ整形外科 TEL４３・１８１１

9：00 ～ 17：00

27
28

● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 9：20 ～ 11：00 
●行政相談 10：00 ～ 12：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所

29 松本クリニック TEL４２・００３６
9：00 ～ 17：00

30

ま うち ごの き

保育所子育て� 赤穂TEL42・3368 塩屋TEL42・0323 尾崎TEL42・2297
　電話相談� 御崎TEL42・3338 坂越TEL48・8458 有年TEL49・2297
子育て相談（子育て学習センター）� TEL45・3290
青少年育成相談　青少年育成センター（随時）� TEL43・7831
� フリーダイヤル 0120・783・115
消費生活センター（市民対話課内）  （随時）� TEL43・7067（相談専用）
女性問題電話相談　女性交流センター （火～金 13:00～16:00祝日除く）TEL43・7800
犬・ねこの引取り問い合わせ　動物愛護センター龍野支所�TEL0791・63・5146
司法書士による法律相談　兵庫県司法書士会西播支部　TEL080・5743・0783
行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談  　相談事務局　TEL４６・９８００

保健センター（すこやかセンター内）� TEL46・8701
地域包括支援センター�TEL42・1201
赤穂健康福祉事務所�TEL43・2321
地域活動支援センター�TEL48・1615

ＦＡＸでの問い合わせ　市役所（代表）43・6892

問 い 合 わ せ 先

包括
市役所(代表)　 TEL43・3201
総合福祉会館　TEL42・1397
農業委員会　　TEL43・6845
市民対話課　　TEL43・6818農

５月
1
2
3 くぼかわ医院 TEL４２・２１４０

9：00 ～ 17：00

4 シオヤ外科胃腸内科 TEL４３・４７１２
9：00 ～ 17：00

5 澤田医院 TEL４８・８１４９
9：00 ～ 17：00

6 せの内科クリニック TEL５６・５１１５
9：00 ～ 17：00

7
8 ●栄養相談（前日までに要予約） 9：30 ～ 11：30 

9
10 黒田医院 TEL４３・５２１０

9：00 ～ 17：00

11
●生活習慣病健診（有年地区体育館） 9：00 ～
●人権相談 10：00 ～ 12：00 
●こころのケア相談（前日までに要予約） 14：30 ～ 15：30 

12
●生活習慣病健診（有年地区体育館） 9：00 ～
● HIV・肝炎相談（前日までに要予約） 9：20 ～ 11：00 
●保育所子育て電話相談 10：00 ～ 16：00　各保育所
●子育て相談 13：30 ～ 15：30　子育て学習センター

13
●生活習慣病健診（城西地区体育館） 9：00 ～
●農事相談 10：00 ～ 11：30 

農●法律相談（要予約） 13：30 ～ 16：30 

14 ●社会保険労務士による年金相談13：30 ～ 16：00 

15

67

赤穂事件関連の四書に対する絶版処分
　赤穂事件を題材にした作品といえば、寛延元年

（1748）初演の人形浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』が有
名ですが、元禄15年（1702）年の討ち入りから数え
ると約46年後に生まれた作品です。それまでの間
に赤穂事件が作品化されなかったかというと、そ
うではなく宝永７年（1710）に初演された近松門左
衛門作の『碁

ご

盤
ばん

太平記』をはじめとして、演劇作
品を中心に小説（浮

うき

世
よ

草
ぞう

子
し

）などの格好の題材とさ
れました。しかし、あることを境に小説による赤
穂事件の新たな作品化は起こらなくなります。そ
れが、享保５年（1720）８月に出された御触れによ
って、赤穂事件を題材とした『太平（赤

せ き

城
じょう

）義臣伝』
『忠臣略太平記』『忠義太平記大全』『高

こ う

名
みょう

太平記』
の四書が絶版処分を受けたことでした。そのきっ
かけとなったのが、赤穂浪士の十七回忌に合わせ
てこの本が刊行されたと述べる序を有する『太平
義臣伝』の発行です。処分の理由については、幕
府の公権力の行使に関する情報公開が理由と推測
されていますが、まとめて４作品が処分を受けた
ことを含めて、その理由は定かになっていません。

『太平義臣伝』の作者片
かた

島
しま

深
しん

淵
えん

子
し

　『太平義臣伝』の作者は片島武
たけ

矩
のり

（深淵子）とい
う人で元は筑前福岡藩の陪

ばい

臣
しん

でしたが、出奔して
大坂駕籠屋町にて著述活動をしていました。しか
し片島は本作の出版により大坂西町奉行からお咎
めを受け、処罰ののち大野宇右衛門と改名し京都
を経て江戸に下ったとされます。本書の成立から
の出版戦略については神

かん

沢
ざわ

杜
と

口
こう

作の『翁
おきな

草
ぐ さ

』によ
れば、赤穂藩の藩医であった寺井玄

げん

渓
けい

が作者の片
島に託して書かせたものを、出版するにあたり版
元からは内容からして絶版処分になることは必定
で、一度に多く製本し売り出そうと提案されます。
そこで著者と版元が示し合わせて、全国へ一度に
配本し予想通り絶版処分を受けて謹慎しました。
ですが本作は本文がカタカナで書かれた本が出さ
れた後に、『扶

ふ

桑
そう

義臣伝』という名で本文を平仮
名に改める等の改稿を施した上で、改めて出され
ているので『翁草』で書かれた逸話が実話かどう
かは検討の余地があります。『太平義臣伝』は絶
版処分を受けた後も、写本（書き写した本）で伝わ

「忠臣蔵」より前に刊行され絶版処
分を受けた小説

ったほか後年に改めてそのままの題名や『赤城義
臣伝』に名を改めて出版され、現在まで全国各地
の図書館等に所蔵されています。また、本書には
瑞
ずい

光
こう

院に寄贈されたという四十六士像が載せられ
ています。

巻き添えで処分を受けた浮世草子
　『太平義臣伝』の巻き添えで絶版処分を受けた
小説（浮世草子）はそれぞれ、『忠臣略太平記』が
江
え

島
じま

其
き

磧
せき

作で正徳２年（1712）正月刊、『忠義太平
記大全』が作者未詳で享保２年（1717）正月刊、『高
名太平記』が青木鷺

ろ

水
すい

の作で宝永頃（1700年代）刊
です。中でも『忠義太平記大全』は義士の十三回
忌を当て込んで企画されたもので、当初は正徳６
年（1716）３月に刊行予定でした。古典文学大辞典
において「敵討に到る過程には当時の巷説がほと
んど網羅されていてその集大成という感が深い」
と評されるように、義士にまつわる当時の巷説が
数多く記されています。特に「忠臣蔵」の早野勘
平像の形成における萱野三平と横川勘平の逸話の
混用は、その先例が享保12年（1727）初演の人形
浄瑠璃『忠臣 金

こがねの

短
た ん

冊
ざ く

』の早野三平だけではなく、
本作の吉野勘平が指摘されるなど、後世の作品に
も影響を与えています。
　このように事件直後から『仮名手本忠臣蔵』の
成 立までも、 赤 穂 事 件は劇 化されるのみではな
く小説化もされ多くの作品を生み出していきまし
た。
　　　　（園田学園大学非常勤講師　村井　磨

ま

音
お

）

片島深淵子 編『赤城義臣伝』
前川文栄堂　慶応４年（1868）
国立国会図書館デジタルコレクションより
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◆表紙の説明◆　
卒業生が中学校生活の最後に、声高らかに合唱をしました。
　　　　　　　　　　　　　　　（３/10　有年中学校）

▪�広報あこうは自治会を通じてお届けしています。
▪�スーパー、コンビニエンスストア、観光案内所（JR

播州赤穂駅）、各地区公民館、市役所にも設置し
ています。

▪�次回の回覧広報あこうは４月24日（金）、広報あ
こうは５月11日（月）発行予定です。

広 報

各コンテンツの視聴に関して� 　
　Facebook・YouTube・マチイロは無料でダウンロード・利用できますが、ダウンロードおよび視聴にかかる通信料は自己負担です。利用する端
末の契約内容によっては高額となる場合がありますので、ご注意ください。

広報あこうがスマホで見られます。
https://machiiro.town/lp/hyogo_ako

▲

すくすく育て！わが家のホープすくすく育て！わが家のホープ

▪編集後記▪

　４月になり、新年度がスタートしました。令和８
度も が引き続き編集を担当させていただきます。
　さて、新年度のスタートは、当初予算について特
集しています。施政方針に基づいて、決まった事業
等を紹介していますのでご覧ください。
　今年度も皆さんに、分かりやすく、読んでいただ
けるような広報紙の作成に取り組んでまいりますの
で、よろしくお願いします。　　　　　

令和７年８月６日生まれ

令和５年３月１日生まれ

ボスベイビー！笑　これからも、
ムチムチで元気に育ってね！

（父　誠
まこと

　母　由
ゆ

梨
り

亜
あ

　より）

ちゃん加
か

勢
せ

川
が わ

　樹
い つ き

令和７年10月29日生まれ

甘えん坊お姉ちゃん！これから
も元気にすくすく育ってね！

（父　誠
まこと

　母　由
ゆ

梨
り

亜
あ

　より）

ちゃん加
か

勢
せ

川
が わ

　いろは
令和４年７月１日生まれ

お歌が上手なえあちゃん！
だいすきだよ！

（父　玲
れ

遠
おん

　母　乙
おと

羽
わ

　より）

令和５年10月23日生まれ

我が家の怪獣がっくん！
だいすきだよ！

（父　玲
れ

遠
おん

　母　乙
おと

羽
わ

　より）

ちゃん波
は

多
た

野
の

　海
が

玖
く

令和７年２月８日生まれ

ちゃん波
は

多
た

野
の

　笑
え

愛
あ

生まれてきてくれてありがとう！
明るい笑顔に癒されます！

（父　涼
りょう

　母　栞
しおり

　より）

ちゃん岡
お か

田
だ

　樹
い つ き

元気に健康ですくすく育ってね。
これからの成長が楽しみだよ。

（　パパ　ママ　より）

ちゃん今
い ま

西
に し

　信
の ぶ

晴
は る

令和８年度の「すくすく育て！わが家のホープ！」にお子さんの写真を掲載しませんか。
●問い合わせ先　広報係　TEL４３・６８７３　FAX４３・６８９２　メール kouhou@city.ako.lg.jp
　ホームぺージ https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/hishokouhou/hope.html


